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２０１３年２月号

本月報はルーマニアの報道をもとに、日本大使館がとりまとめたものです。

平成２５年３月８日

在ルーマニア大使館作成

Embassy of Japan in Romania

http://www.ro.emb-japan.go.jp

主要ニュース

【内政】●憲法改正，地方行政組織再編に向けた動きが開始。

【外政】●国防最高評議会でＥＵマリ訓練ミッションにルーマニア軍の要員１０名を派遣すること

を承認。

    ●ルーマニア外務省は北朝鮮による核実験を非難する声明を発表。

【経済】●２月８日，欧州委員会予算が９，９４０億ユーロに決定された。ルーマニアには３９５

億ユーロが配分される。

●２０１２年の国内総生産（ＧＤＰ）は，対前年比０．２％増加した。

●２０１３年２月１５日，新民法が施行された。

【我が国との関係】

    ●コルラツェアン・ルーマニア外相が訪日。

内政

■議会春季会期の開催

・２月４日，議会の春季会期が召集。会期は６月末ま

で。

■上下両院議員の地位に関する法律の修正案を巡る

動向

・２月４日，バセスク大統領は，上下両院議員の地位

に関する法律の修正案への署名を拒否し，右を議会に

差し戻した。大統領府は，署名拒否の理由として，修

正案のいくつかの条項と，他の法律によって定められ

た兼職禁止の条項との関係が不明瞭であるためとする

内容のプレスリリースを発出。

・２月６日，上下両院議員の地位に関する委員会は，

バセスク大統領による修正案を承認。同修正案は，例

えば「国家廉潔庁の兼職禁止に関する報告書に対して

１５日以内に申し立てを行わない議員は，議員の地位

を失う」といった内容のもので，右を３０日以内とし

た議会の修正案を元に戻す内容となっている。

・２月１３日，上下両院合同会議は，上下両院議員の

地位に関する法律の修正案を再度可決。他方，右内容

は，「国家廉潔庁の兼職禁止に関する報告書に対して４

５日以内に申し立てを行わない議員は，議員の地位を

失う」といった議員特権を拡大する内容となった。

・２月１４日，野党民主自由党及びダン・ディアコネ

スク人民党は，上下両院議員の地位に関する法律の修

正案を憲法第１６条の法の下の平等規定に抵触すると

して憲法裁判所に提訴。

・２月２７日，憲法裁判所は，上下両院議員の地位に

関する法律の修正案は違憲との判決を下した。これに

より，同修正案は議会に差し戻しとなり，憲法裁判所

の判決に沿った修正が施されることになる。

■憲法改正の動向

・２月５日，ポンタ首相は，同政権の優先課題である

憲法改正につき，議会の憲法改正委員会委員長はアン

トネスク上院議長が務める，また，同委員会と並行し

て，市民社会の代表・専門家から構成される委員会も

設置される，憲法改正案は５月１５日までに草案され，
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議会の春季会期は右を議論・可決するため延長される

可能性もある，憲法改正を問う国民投票は９月か１０

月に開催予定である旨発表。

・２月１３日，議会本会議は，議会の憲法改正委員会

は社民党議員９名，国民自由党議員６名，民主自由党

議員３名，ダン・ディアコネスク人民党議員２名，ハ

ンガリー人民主同盟議員１名，少数民族グループ代表

１名，保守党１名の計２３名から構成されることを決

定。

・２月１８日，与党連合社会自由同盟は，プルブレス

ク・プロデモクラツィア協会（１９８９年の体制転換

直後に設立され，選挙・議会活動の監視等国内におけ

る民主主義の定着を図るＮＧＯ）代表を調整役とし，

市民社会及び国家機関代表から構成される憲法フォー

ラムを設置。同フォーラムにおける議論を踏まえた報

告書が，議会の憲法改正委員会の議論のたたき台とな

る。プルブレスク代表は，５月頃までに同フォーラム

の活動を終了させたい旨発言。

■地方行政組織再編に関する動向

・２月６日，日刊紙「ジュルナールル・ナツィオナル」

に与党連合社会自由同盟政権の優先課題である地方行

政組織再編に関する同政権の提案が掲載されたところ，

右概要以下のとおり。

－地方行政組織再編の目的は地方分権化の更なる推進

及び各地域の経済振興。政府は２０１３年後半の成立

を目指す。

－ルーマニア全国を８つの地域，即ち北東部，南東部，

南部，南西部，西部，北西部，中部及びブカレスト－

イルフォヴに分け，各地域首都をそれぞれ，ピアトラ・

ネアムツ，ブライラ，カララシ，クライオヴァ，ティ

ミショアラ，クルージュ・ナポカ，アルバ・ユリア及

びブカレストとする。

－各地域はそれぞれ比例代表制で選出された地域議会

議長及び地域議会議員によって運営される。任期は４

年。

－地域議会議員数は２０－３２名。

－現行の４１県及び市町村，市町村長，地方議会議員

及び県議会議員は維持される。他方，県知事は廃止さ

れ，８名の地域知事が政府から任命される。

－地方行政組織再編法案成立後，政府は２０１６年ま

での任期の地域知事を任命する。なお，２０１６年に

地方選挙が予定。

・２月２０日，ドラグネア副首相兼地域開発・公共行

政大臣は記者会見を行い，１９日の閣議で了承された

地方行政組織再編・地方分権化プロセスに関する覚書

につき以下のとおり説明。

－将来の地方行政組織のあり方に関する専門的知見を

提供する学術グループ，諸提案を集約する地方行政関

係者及び議員からなる作業グループ及び市民社会グル

ープの３つのグループから構成される協議評議会が設

置される。

－地方行政組織再編プロセスの目的は各地域の経済発

展。各地域は少なくとも１つ以上のビジネスハブ，国

際空港，地域病院，国際的に認知された大学及びスポ

ーツセンターを有する。

－評議会における協議の結果，いくつの地域ができ，

地域首都がどこになるかは現時点では未定。

－各地域には地域知事又は地域知事＋副地域知事を任

命する。他方，現行の市町村長，地方議会及び県議会

は維持される。

■議会による２０１３年度予算案採択

・２月７日，議会上下両院合同会議は，賛成３０９票，

反対１０８票で２０１３年度予算案を採択。

同案は歳入を前年比６．４４％増の約９８１億８２

００万レイ（約３０３億ドル），歳出を同１０．１％増

の約１１６３億５９００万レイ（約３５８億ドル）と

し，財政赤字を１８１億７６００万レイ（約５５億ド

ル）と見積もっている。（１ドル＝約３．２５レイ）

・２月８日，野党民主自由党は，予算審議の際に議会

手続き違反があったとして，２０１３年度予算案を憲

法裁判所に提訴。

・２月１３日，憲法裁判所は２０１３年度予算案は合

憲として，民主自由党の訴えを棄却。

■ベカリ下院議員の国民自由党からの離党

・２月１１日，昨年１２月の議会選挙前に国民自由党
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に入党したベカリ下院議員（サッカーチーム “ステ

アウア”経営者）は，自分の車を盗んだ人物を拉致し

た容疑で最高裁による執行猶予付きの有罪判決を受け

たことで国民自由党から離党。

■野党民主自由党内の動向

・２月１２日，ウドレア元地域開発・観光大臣が３月

２３日に開催予定の民主自由党党大会における党首選

に出馬する旨表明。他方，ブラガ現同党党首も党首選

に出馬する旨，また党首選における競争を歓迎する旨

表明。

・２月２３日，民主自由党内の改革推進派マコベイ欧

州議員（元法務大臣）も民主自由党党首選に出馬する

旨表明。

■与党連合社会自由同盟による新選挙法提案

・２月１８日，ポンタ首相は，社会自由同盟の新選挙

法提案につき，二院制を維持しながら，下院議員は３

００名に抑え，比例代表制による選出とし，上院議員

は１００名に抑え，単一記名式選挙制による選出とす

る，下院は基本法，国家予算等を所掌し，上院は地域

開発，外交，国防等を所掌する，また，議会審議の迅

速化を図る旨説明。

■国民自由党党大会の開催

・２月２２－２３日，国民自由党党大会が開催され，

アントネスク同党党首（上院議長，与党社会自由同盟

共同議長）が賛成１３４３票，反対４４票，無効票５

０票で国民自由党党首に再選された。

同党大会の２日前，国民自由党に入党したヨハニ

ス・シビウ市市長は同党ナンバー２のポストである第

一副議長に選出。また，その他３１名の副議長が選出

された。

アントネスク党首が，卓越した行政手腕でシビウ市

を欧州文化首都として発展させることに成功し，絶大

な人気を誇り首相候補としても名前の挙がったことの

あるヨハニス市長を同党ナンバー２に迎え入れた背景

として，党内敵対勢力に対する基盤固めとの見方がさ

れている一方，２０１４年大統領選挙に向けた与党社

会自由同盟を構成する社民党に対する牽制との見方も

されている。

■世論調査結果

・世論調査機関「Avangarde」が本年２月１１－１８日

の期間に実施したルーマニアの政治情勢に関する世論

調査結果以下のとおり。

（１）次の日曜日に大統領選挙が行われれば，誰に投

票するか。

アントネスク国民自由党党首       ３５％

ポンタ首相（社民党党首）        １５％

ダン・ディアコネスク人民党党首      ９％

ウングレアーヌ市民勢力党党首       ９％

イサレスク中銀総裁            ４％

トゥドール大ルーマニア党党首       ４％

バセスク大統領              ４％

（２）次の日曜日に議会選挙が行われれば，どの政党

に投票するか。

社民党                 ３７％

国民自由党               ２４％

民主自由党               １３％

ダン・ディアコネスク人民党       １１％

市民勢力党                ６％

（３）与党連合社会自由同盟は解散するか。

２０１６年までに解散する        ４０％

解散しない               ３６％

■大統領の上院議長・首相宛書簡

・２月２３日，バセスク大統領はアントネスク上院議

長及びポンタ首相宛に，検事総長及び国家汚職対策局

主任検事の任命プロセスを加速化させるよう要請し，

右が実現しなければルーマニアのシェンゲン協定加盟

失敗の責任をルーマニアに帰せられる旨の内容の書簡

を送付。

外政

■第４９回ミュンヘン安全保障会議へのコルラツェ

アン外相の出席

・２月１－２日，コルラツェアン外相は，第４９回ミ
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ュンヘン安全保障会議に出席したところ，同会議にお

ける「南東欧・南コーカサスの安全保障及び安定」と

題する討議セッションにおける「コ」外相の発言振り

につき，ルーマニア外務省プレスリリースより以下の

とおり。

（１）欧州・大西洋の安全保障政策全体にとって，南

東欧及びコーカサスは戦略的に重要。ルーマニアは西

バルカン及びモルドバ共和国の欧州統合プロセスを支

持する。また，ルーマニアは，南東欧及びコーカサス

地域における安定及び安全保障のため，関与・努力し

ている。

（２）南東欧諸国のＥＵとの安定・強化プロセスは，

同地域諸国の努力及びルーマニアをはじめとするＥＵ

加盟国の堅固な支持を背景に進展。また，ＥＵは東方

近隣政策に対する努力を継続し，本年末に開催予定の

東方パートナーシップ首脳国会議を，同地域諸国にと

ってＥＵとの関係をより予測可能なものにするための

具体的な機会とすることを望んでいる。

■ポンタ首相・バローゾ欧州委員長会談

・２月４日，ポンタ首相はブリュッセルを訪問し，バ

ローゾ欧州委員長と会談。ポンタ首相はバローゾ委員

長との共同記者会見で，全てのＥＵ加盟国の首脳に書

簡を送付し，ＥＵ域内の移動の自由を保障する「シェ

ンゲン協定」への参加に向けたルーマニアの取組に関

して３月に前向きな結果に至るよう求める方針を明ら

かにした。書簡には首相と大統領，上下両院議長が署

名するという。

ポンタ首相はまた，ルーマニアとブルガリアのシェ

ンゲン協定加盟に対する欧州委員会の支持に謝意を表

明した。

■国防最高評議会の開催

・２月５日，国防最高評議会が開催されたところ，右

概要大統領府コミュニケより以下のとおり。

（１）アルジェリアにおけるテロ攻撃

評議会メンバーは，アルジェリアにおけるテロ攻撃

がもたらしたルーマニア人の状況に係る対応に関する

国家当局・機関の活動の報告を受けた。かかる状況に

おいて，特定の国に特定の期間いるルーマニア人のデ

ータベースがないことが，ルーマニア当局のルーマニ

ア人救出活動戦略全体を困難にした旨の評価を行った。

（２）２０１３年のルーマニア軍等の海外派兵

ア ２０１３年のルーマニア軍の海外派兵として，ア

フガニスタンにおける国際治安支援部隊（ＩＳＡＦ）

への引き続きの参加，バルカン地域への派兵の維持，

ＮＡＴＯの地中海における「アクティブ・エンデバー

作戦」への再参加を承認した。

イ ２０１３年のルーマニア軍の海外派兵数は２０３

６名と，対前年比で３１２名減。また，２０１３年，

内務省がＮＡＴＯ，ＥＵ，ＯＳＣＥ及び国連に派遣す

る警察官等の数は４９０名で，対前年比で１４３名増。

（３）ＥＵマリ訓練ミッションへの要員派遣

２０１３年に，ＥＵマリ訓練ミッションに，ルーマ

ニア軍の要員１０名を派遣することを承認した。ルー

マニアの教官及び参謀本部要員の派遣といったこの貢

献は，ＥＵ加盟国としての義務及びテロ活動・組織犯

罪を阻止するためのＥＵの支援表明に沿ったものであ

る。

（４）国防予算

ルーマニアの国防予算を今後毎年ＧＤＰ比０．３％

ずつ増額し，２０１６年にＧＤＰ比２％とする。

（５）サイバー安全保障

国防最高評議会は，ＮＡＴＯやＥＵのレベルで立

案・採択されたサイバー安全保障分野における新たな

概念・政策に沿ったサイバーネット・インフラの保護

の増進につながる安全保障措置の実施を目的とするサ

イバー安全保障戦略を承認した。

（６）ルーマニア鉄道貨物国営会社の民営化

国防最高評議会は，ルーマニア政府の求めに応じ，

ルーマニア鉄道貨物国営会社の民営化戦略に関するル

ーマニア政府の閣議決定案を承認した。

■対ハンガリー関係

・２月６日，ポンタ首相は，ルーマニアは自国の法律

の適用方法に関して誰からの「指導」も受け入れない

旨表明。ハンガリーのネーメト外務次官がルーマニア

に対し，ハンガリー系住民が住むルーマニア中部セー
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ケイ地方の旗を公的機関で使用することを禁じるのを

やめるよう求めたことに関して述べたもの。

ネーメト次官は５日，旗問題をめぐりセーケイ地方

に支持を表明するようハンガリーの各地方組織に呼び

掛け，ルーマニアがこの「シンボル上の侵略」をやめ

るものと確信していると述べた。ルーマニア中部コバ

スナ，ハルギッタ両県の政府当局者は，公的機関で同

地方の旗を掲げることを禁じている。

これに対しポンタ首相は，ルーマニアは少数民族の

代表や地方自治に関して欧州の最高度の水準を適用し

ていると指摘した。

また，ルーマニア外務省は声明で，ネーメト次官の

発言は受け入れ難く，両国間にある戦略的パートナー

シップ及び善隣関係の精神に反するものだとし，ルー

マニアの憲法的・法的枠組みを侵害するこうした「遺

憾な介入」を同国が受け入れることはないと強調。ル

ーマニアの立場を示すため，ハンガリーのフィゼシュ

駐ルーマニア大使を同省に呼び出したことを明らかに

した。

一方，ハンガリー外務省は６日の声明で，少数民族

のシンボルの使用禁止をめぐる問題の解決策はルーマ

ニアに委ねられているとした上で，民族共同体には自

らのシンボルを使う権利があり，故にハンガリーはセ

ーケイ地方の旗の使用を支持していると述べた。

また，ネーメト次官は同日夕，ポンタ首相は「何か

を誤解」したのかもしれないと表明。「法律で禁じられ

ていないものは欧州で認められている。ルーマニアで

セーケイの旗を使うことを禁じている法律はない」と

した上で，「ルーマニアの首相が何を許容して何を許容

しないかに関係なく，欧州の基準及び法治国家の基準

が保証されなければならない」と強調した。

・２月７日，コルラツェアン外相はマルトニー・ハン

ガリー外相と電話会談を行い，ハンガリー系住民が住

むルーマニア中部セーケイ地方の旗の使用をめぐる現

在の状況について協議を実施。ハンガリー外務省は電

話会談後，両国は双方の敏感さや民族共同体の自然権，

少数民族に関する欧州の原則と水準に沿って協力を続

けていく旨表明。

両外相はまた，以前の計画に沿って，マルトニー外

相が春にブカレストを訪問することで合意した。

この問題に関し，コルラツェアン外相は６日夜，ハ

ンガリーのフィゼシュ駐ルーマニア大使がセーケイ地

方の自治に支持を表明したことを非難し，同大使は自

らの職権を逸脱するとともに，国際的な外交ルールに

違反したと指摘。同大使が「権限の範囲内にとどまら

ない」のであれば，国外追放する旨警告していた。

■バセスク大統領の欧州理事会出席

・２月７－８日，バセスク大統領はブリュッセルで開

催された欧州理事会に出席し，２０１４－２０年ＥＵ

多年度予算につき協議。帰国後同大統領は記者会見を

実施し，ルーマニアは農業分野の結束基金において全

ＥＵ諸国内で最も上昇率（１８％）の高い配分及び消

費税関連で重要な便宜を受ける予定である旨言及し，

欧州委員会から提案された予算案に対するルーマニア

議員及び欧州議員の支持を要請。

■馬肉混入問題

・２月１１日，ポンタ首相は記者会見を行い，英国な

どで牛肉だけを使用しているはずの冷凍食品に馬肉が

混入していたことが判明した問題で，ルーマニアの２

つの食肉処理場が欧州の複数の食品会社に牛肉と偽っ

て馬肉を販売していたとの疑惑を否定した。ポンタ首

相は，不正表示に責任のある企業がその活動場所にか

かわりなく特定され，処罰を受けることにルーマニア

は非常に大きな関心を抱いていると述べるとともに，

ルーマニアは「お決まりの容疑者」として扱われるべ

きでないと表明。

コンスタンティン農業・地方振興大臣も記者会見で，

不正表示がルーマニアで行われたという証拠は一切な

いと言明。問題の食肉処理場のうち１つは馬肉しか輸

出しておらず，従って不正表示は事実上不可能だと述

べるとともに，もう１つの処理場についても，馬肉と

牛肉を輸出しているが，活動の仕方に関して不審な点

は全くないと指摘。

■対北朝鮮関係

・２月１２日，ルーマニア外務省は，北朝鮮による核
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実験を非難する声明を発表したところ，右同省ウェブ

サイトより概要以下のとおり。

（１）ルーマニア外務省は，２０１３年２月１２日に，

国際社会による核実験を思いとどまるようにとのメッ

セージを無視して，北朝鮮が核実験を実施したことに

対して深い憂慮の念を表明するとともに，右実験を断

固として非難する。

（２）この行為により，北朝鮮は，北朝鮮政府に対し

て弾道ミサイル及び大量破壊兵器プログラムの放棄，

核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）及び国際原子力機関（Ｉ

ＡＥＡ）との間で締結した保障措置協定の枠組みへの

即座の回帰，さらに，北朝鮮の核プログラムに関する

六者会合交渉の無条件の再開を求めた国連安保理決議

の諸決議に違反したことになる。

（３）このような観点から，ルーマニアは北朝鮮が頑

ななまでにＩＡＥＡとの協力を拒否していることに対

して引き続き深い憂慮の念を表明する。外務省は，北

朝鮮当局に対して，全ての国連安保理決議を尊重し，

不拡散に関する国際合意を厳格に尊重しながら，北東

アジア地域の平和及び安全保障に影響を及ぼす如何な

る行為も控えることを要求する。

■バセスク大統領のバチカン訪問

・２月１５日，バセスク大統領はバチカンを公式訪問

し，ローマ法王ベネディクト１６世と会見した。バセ

スク大統領は会見後，法王は退位を決意したことで心

が安らいでいるという印象を受けた旨語った。

バセスク大統領は，法王は世界で最も優れた神学者，

哲学者の１人だとした上で，法王がいかなる制約も受

けずに自らの活動を続けていくものと自分は感じてい

る旨述べた。

■ポンタ首相の仏訪問

・２月２１日，ポンタ首相は仏を公式訪問し，エロ－

首相と会談を行った。両首相は，ルーマニア・仏間の

戦略的パートナーシップの再開に向けたロードマップ

に調印した。

ポンタ首相はオランド大統領とも会談した。

■欧州評議会議員会議議長の当地議会における演説

・２月２５日，ルーマニアを訪問中のミニョン欧州評

議会議員会議議長が，当地議会上下両院合同会議にお

いて演説を行ったところ，概要以下のとおり。

（１）ルーマニア議会における演説の機会を提供して

くれたズゴネア下院議長に感謝し，本機会を名誉に思

う。

（２）ルーマニア議会は現在，議員の地位に関する法

律の修正を行っているとの理解だが，欧州評議会議員

会議も過去に同じ事項，とりわけ利益相反に関する事

項を扱ったことがある。欧州評議会議員会議は，利益

相反に対する制裁に関し如何なる疑惑も取り除く修正

を行うことに関して協力する用意がある。

（３）昨年，政府の緊急政令の発出以降の内政の動き

に関しては大きな懸念を持ったが，ルーマニアが危機

を乗り切ったことに安堵している。ルーマニアは，民

主的に成熟してきていることを証明した。どんなに完

璧な憲法であっても他人に対する尊重及び寛容を含む

民主的機能を保証するものではない。ルーマニアのよ

うに独自の憲法策定を進めることは正常なことである。

緊急政令は大量に発出するべきではない。

（４）２０１２年１２月にベニス委員会が発出したル

ーマニア政府への提言に関連し，同委員会との協力を

約束したポンタ首相の姿勢を評価。

（５）自分は司法の独立及び裁判官を如何なる脅迫か

らも守ることの信奉者。また，ルーマニアもコミット

した汚職対する闘いは基本的な重要性のあること。

（６）ルーマニアの地域の安定への貢献を評価。また，

ルーマニアにおける少数民族問題は解決されていない

部分はあるものの，基本的に解決している。

（７）欧州人権裁判所との対話を通じて，国有化され

た財産に関連する問題は解決したと承知。

（８）市場と民主主義は基本的原理である。しかしそ

れは，財政危機の影響を受けるものである。この危機

は国家の脆弱性を露呈した。個人的な見解であるが，

財政危機はまず欧州レベルで解決策を見出すべきであ

る。

（９）質疑応答

（民主自由党議員グループ代表から，本年末にシ
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ェンゲン協定加盟実現に向けたルーマニアに提案され

た解決策及びＥＵ加盟条約に基づき２０１４年１月以

降にルーマニア人は制約なしで欧州労働市場へのアク

セスを保証されることに関する見解を問われたことに

対し）仏国民及び仏議員としては，ルーマニアのシェ

ンゲン協定は第一段階として空港への適用から始める

べきと考える。欧州評議会議員会議議長としては，ル

ーマニアのシェンゲン協定加盟を支持すると言わざる

を得ない。また，欧州域内での移動問題に関しては，

欧州各国が自分自身で解決することはできず，ＥＵと

共同して問題解決に当たる必要がある。

■ＮＡＴＯ・ＥＵ非公式外相会合へのコルラツェアン

外相の出席及びケリー米国務長官との会談

・２月２７日，イタリア・ローマで開催されたＮＡＴ

Ｏ・ＥＵ非公式外相会合にコルラツェアン・ルーマニ

ア外相が出席し，右会合の議場外でケリー米国務長官

と会談を行ったところ，ルーマニア外務省プレスリリ

ースより概要以下のとおり。

（１）ＮＡＴＯ・ＥＵ非公式外相会合への出席

ア ２０１３年２月２７日，コルラツェアン・ルーマ

ニア外相はローマで開催されたＮＡＴＯ・ＥＵ非公式

外相会合に出席した。同会合には，アシュトン外務・

安全保障政策上級代表及びラスムセンＮＡＴＯ事務総

長等が出席した。

イ 同会合では，アフガニスタン・中東・北アフリカ

情勢，国際テロに対する闘い及び核不拡散に関するＮ

ＡＴＯ・ＥＵ加盟国等のコミットメント等につき議論

が行われた

ウ 「コ」外相は，大西洋を越えた関係の重要性につ

き再確認し，米国と欧州とのパートナーシップ強化に

対するルーマニアの確固とした支持を強調した。また，

「コ」外相は，就任してから間もないケリー米国務長

官の出席を評価し，右は米国が欧州との関係を重視し

ていることを再確認するものと評価。

エ 「コ」外相は，会合における発言の中で，アフガ

ニスタン情勢につき，ルーマニア軍が引き続きアフガ

ニスタンに駐留することに対するルーマニアのコミッ

トメントを強調すると同時に，国際治安支援部隊（Ｉ

ＳＡＦ）の任務が終了に近づいてきていることを受け，

他のＩＳＡＦ派遣国との協議に基づく右撤退の展望に

つき言及した。また，変わりゆく国際情勢に適応する

ためのＮＡＴＯの努力に貢献するため，ルーマニアは，

アフガニスタンにおけるＮＡＴＯ主導による将来の任

務に参加する用意がある旨表明。さらに，アフガニス

タンＥＵ警察ミッションへのルーマニアの参加を含め，

アフガニスタンの安定を支持するための他の手段につ

き言及。

オ 「コ」外相は，他の外相同様，ＥＵの近隣国政策

としての東方パートナーシップの重要性を強調し，他

のパートナーとの緊密な協力を奨励。

カ 「コ」外相は，中東情勢・和平プロセス及びシリ

ア情勢についても言及。中東情勢及び和平プロセスに

関しては，関係者による政治的解決の模索・合意・実

施を奨励。シリア情勢については，内戦を回避させる

べき国際社会によるこれまでの努力及び今後のイニシ

アチブを歓迎し，将来の移行プロセスにおいて，ルー

マニアが自国の経験に基づき，右プロセスを支援して

いく用意があることを表明。

キ 北アフリカ情勢については，「コ」外相は，マリ問

題に対する国際社会の対応は多元的であるべきであり，

同地域諸国の共同行動を奨励。

ク 「コ」外相は，全ての国がテロの影響を受けるこ

とに鑑み，国際社会が断固として努力していく必要が

あることを強調。

（２）ケリー米国務長官との会談

ア ２０１３年２月２７日，「コ」外相はＮＡＴＯ・Ｅ

Ｕ非公式外相会合の議場外でケリー米国務長官と会談。

イ 同会談は，２０１３年２月１日にケリー米国務長

官が就任してから初めての両国外相による会談。同会

談では，２０１１年９月の「ルーマニア・米国間の２

１世紀の戦略的パートナーシップに関する共同声明」

でも謳われた両国関係の素晴らしい現状及び二国間関

係の相互作用による将来の機会等につき議論が行われ

た。ケリー国務長官は，両国間の戦略的パートナーシ

ップを強化することへの支持を確認した。

ウ 「コ」外相は，米国との関係がルーマニア外交政

策の中で特権的な地位を占めることを言及。このよう
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な観点から，両国の戦略的パートナーシップを拡大・

深化させるため，２０１３年にワシントン及びブカレ

ストの双方において，ハイレベルの政治・外交的接触

を実現することの重要性を強調。ケリー国務長官も，

右に対する用意があることを表明。

エ また，同会談では，２０１１年に締結された，米

国のミサイル防衛（ＭＤ）システムのルーマニアへの

導入に関する二国間協定の具体的履行プロセスの現状

についても取り上げられた。右プロセスは合意された

予定どおりに履行されており，「コ」外相はケリー長官

に対して，２０１５年には同システムが運用可能とな

るデヴェセル基地の準備プロセス状況につき，今後の

予定等も含め情報提供を行った。

■ポンタ首相によるコソボの参加めぐる「地域協力評

議会」の決定の歓迎

・２月２８日，ポンタ首相は南東欧協力プロセス（Ｓ

ＥＥＣＰ）の活動部門である「地域協力評議会」（ＲＣ

Ｃ）の委員会がＲＣＣの会議へのコソボの参加につい

て下した決定を称賛した。同委員会は同日，コソボに

よるＲＣＣの会議への参加を可能にするため，ＲＣＣ

の規則を改正することを承認した。

ポンタ首相は，この地域を安定と信頼を有し，ＥＵ

との一層の関係緊密化を決定付ける基本的な基準を理

解・採択・履行する地域に変えることに大きく貢献で

きる取組への支援に特に関心があるとした上で，ＥＵ

のアシュトン外交・安全保障上級代表が仲介している

プロセスであるセルビア・コソボ対話への支持を表明。

このプロセスの実施は地域にとって前向きな幾つかの

動きに寄与している旨指摘した。

ルーマニアは本年７月にＳＥＥＣＰの議長国に就

任する。

経済

■マクロ経済

・２月５日付アジェルプレス通信は，中央銀行が２０

１３年上半期末のインフレ率は５～６％と予想される

旨発表したと報道。

・２月１１日付ズィアル・フィナンチアル紙は，欧州

委員会予算が９，９４０億ユーロに決定されたと報道。

ルーマニアには３９５億ユーロが配分される。

・２月１１日，国家統計局(ＩＮＳ)は，２０１２年の

貿易赤字が４２６億７，８２０万レイ(９５億６，４１

０万ユーロ)となり，前年よりも約１７億３，９３０万

レイ増加(１億９４０万ユーロ減少)したと発表。

・２月１２日，国家統計局(ＩＮＳ)は，２０１３年１

月の対前年同月比インフレ率を５．９７％と発表。２

０１２年１２月の４．９５％から上昇した。

・２月１４日，国家統計局(ＩＮＳ)は，２０１２年第

４四半期の季節調整後の名目国内総生産（ＧＤＰ）が

前期比で０．２％増加し，また，前年同期比０．３％

増加したと発表。同期の季節調整なしの名目ＧＤＰは

対前年同期比で０．１％増加した。なお，２０１２年

のＧＤＰは対前年比で０．２％増加した。

・２月１４日付ズィアル・フィナンチアル紙は，２０

１１年のルーマニアのエネルギー輸入依存度は２１％

であり，デンマーク(－９％)，エストニア(１２％)に次

いで，ＥＵの中では第３位の水準であったと報道。EU
の平均は５４％。

・２月１５日付アジェルプレス通信は，裁判手続の簡

素化，公共サービスの質の向上等を内容とする新民法

が１５日に施行されたと報道。

・２月１９日付ズィアル・フィナンチアル紙は，ルー

マニアの都市化が過去２０年間で０．６％しか進んで

なかったと報道。

■IMF，国際機関関係

・２月１４日付アジェルプレス通信は，１３日，政府

が，ＩＭＦ，欧州委員会(ＥＣ)及び世界銀行(ＷＢ)との

協議で求められていた国営企業の民営化に関して，Ｃ

ＦＲ Ｍａｒｆａ(国鉄貨物)の民営化方針を承認した

と報道。

■産業界の動向

・２月１３日付ズィアル・フィナンチアル紙は，２０

１２年の風力発電投資において，ルーマニアはＥＵ内

で５番目であったと報道。２０１２年には９２３ＭＷ

の風力発電が開始された。
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・２月１４日付ズィアル・フィナンチアル紙は，Ｒｏ

ｍｇａｚ社（ルーマニア）が，ＯＭＶ Ｐｅｔｒｏｍ

社（オーストリア）及びＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ社（米

国）と黒海ガス田共同開発プロジェクトを行い，１０％

のシェアを持つことで合意した旨発表したと報道。

・２月２１日付ズィアル・フィナンチアル紙及びナイ

ン・オクロック紙は，国家エネルギー規制局（ＡＮＲ

Ｅ）が，再生可能エネルギー法を改正し，補助金に関

する新制度を２０１４年１月から実施する予定である

旨発表したと報道。

・２月２７日付ナイン・オクロック紙は，Ｅｒｎｓｔ

＆Ｙｏｕｎｇ社が，再生可能エネルギー投資の魅力度

において，ルーマニアは世界 13 位である旨発表した

と報道。

・２月２８日付ズィアル・フィナンチアル紙は，再生

可能エネルギー法の修正内容として，投資家にグリー

ン証券を交付する補助金制度を次のとおり変更するこ

とが計画されていると報道。

１ＭＷ当たりのグリーン証券の交付枚数を次のとおり

削減する。

(1)風力発電：２枚から１枚又は１．５枚

(2)太陽光発電：６枚から３．５枚

(3)マイクロ水力発電：３枚から１．４枚

(4)バイオマス発電：２枚から１．６枚

また，グリーン証券に設定されている価格の範囲も，

現在の１枚当たり２７～５５ユーロから２７～３０ユ

ーロに引き下げられる見込み。

・２月２８日付ズィアル・フィナンチアル紙は，

Chevron 社がブルラド市(ヴァスルイ県)でシェールガ

ス採掘を今年の後半から始める旨発表したと報道。

■投資関連動向

・２月７日付ナイン・オクロック紙及び２月８日ズィ

アル・フィナンチアル紙は，Ｐｒｏｍｏｃｉｏｎ Ｉ

ｎｖｅｒｓｏｌａｒ６５社(スペイン)がアラド県に建

設する太陽光発電所に１億ユーロを投資する旨発表し

たと報道。ただし，資本金は中国のＡｓｔｒｏｅｎｅ

ｒｇｙ社が拠出し，技術も同社のものを使用する予定。

・２月１４日付ナイン・オクロック紙は，フォード社

が契約不履行のためにルーマニア政府に１，４００万

ユーロの賠償金を払うと報道。契約では，フォード社

は３，７００万ユーロの補助金を得て，２０１２年末

までにクライオヴァ工場で６万台の自動車を生産する

ことになっていたが，半分しか生産できなかった。

・２月２０日付ズィアル・フィナンチアル紙及びナイ

ン・オクロック紙は，Ｍｅｃｈｅｌ社(ロシア)がルー

マニアで所有する５つの製鉄所を５０ユーロでロシア

人が所有する会社に売却し，ルーマニアでの製鉄市場

から撤退したと報道。

・２月２４日付ズィアル・フィナンチアル紙は，ダチ

ア社が同社のミオヴェニ工場(アルジェシュ県)の屋根

を使って太陽光発電を行う旨発表したと報道。イケア

社もブカレスト市に所有するアウトレット・モールの

屋根を使って太陽光発電を行うことを計画している。

■財政政策

・２月１日付ナイン・オクロック紙は，新税法が同日

施行されたと報道。税法の改正項目は，売上に対する

３％課税が認められる会社の年間販売額の６万５，０

００ユーロ相当への引下げ，畜産，林業，漁業に対す

る課税，ビール税１０％引上げなどが含まれていると

報道。

・２月５日付ズィアル・フィナンチアル紙は，ＫＰＭ

Ｇ社が発表した投資家の税負担の各国比較分析を報道。

       法人税   間接的税負担(含むVAT)
ルーマニア  １６(％)    ２４(％)
ブルガリア  １０      ２０

ウクライナ  ２１      ２０

ハンガリー  １９      ２７

スペイン   ３０      ２１

フランス   ３３．３３   ２９．６

ドイツ    ２９．４８   １９

・２月２５日，公共財務省は，２０１３年１月の財政

収支が対ＧＤＰ比０．１７％の黒字になり，前年１月

とほぼ同じ水準であったと発表。

■公共政策等

・２月１日付アジェルプレス通信は，一般予算及び社

会保障予算が財政予算委員会で可決されたと報道。
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・２月１日付ブルサ紙は，オランダのＶａｎ・Ｏｏｒ

ｄ社が運輸・社会基盤省との間で，コンスタンツァ港

の防波堤延長工事契約を締結したと報道。現在４．８

キロの防波堤を１．０５キロ延長する計画で，プロジ

ェクト総額は１．５億ユーロになると報道。

・２月５日付エヴェニメントル・ズィーレイ紙は，国

営企業の民営化に関して，国防委員会が，国鉄貨物

CFR Marfa 社の株式５１％を売却することを承認し

たと報道。

・２月８日付アジェルプレス通信は，ヴォイネア予算

担当大臣が，今年の現政権の優先事項は年金と最低賃

金を引き上げることであり，また，来年は社会保障料

の雇用者負担分を引き下げることである旨発言したと

報道。

■金融政策

・２月１日，中央銀行は２０１３年１月末の外貨準備

高が３１４億５，９００万ユーロとなったと発表(２０

１２年１２月末の３１２億６００万ユーロから増加)。
金準備高は１０３．７トンで不変。また，２０１３年

１月末の国際準備高(外貨準備高及び金準備高)は３５

５億７，７００万ユーロとなった（２０１２年１２月

末の３５４億１，３００万ユーロから増加）。

・２月５日，中央銀行理事会は政策金利を５．２５％

で維持することを決定。

・２月１２日，中央銀行は，２０１２年末の経常収支

等について次のとおり発表。

(1)経常収支赤字は，前年と比べて１５．１％減少して，

５０億３，９００万ユーロとなった。

(2)外国直接投資(ＦＤＩ)は，１６億１，３００万ユー

ロとなった(前年のＦＤＩは１８億１，５００万ユー

ロ)。
(3)２０１２年１２月末の中長期対外債務は，２０１１

年末から３．７％増加して７８７億４，２００万ユー

ロとなった(対外債務全体の７９．４％)。
(4)２０１２年１２月末の短期対外債務は，２０１１年

末から１０．２％減少して，２０４億６，７００万ユ

ーロとなった(対外債務全体の２０．６％)。

■労働・年金問題等

・２月１日，国家統計局(ＩＮＳ)は，ＩＬＯ基準によ

る２０１２年１２月末の失業率を６．５％と発表した。

対前月比で０．２％，対前年同月比で１．０％，それ

ぞれ低下した。

・２月６日，国家統計局(ＩＮＳ)は，２０１２年１２

月の平均月給(グロス)が２，３４３レイ(約５３５ユー

ロ)で，対前月比７．８％増加したと発表。また，平均

月給(ネット)は１，６９７レイ(約３８７ユーロ)で，対

前月比７．７％増加した。

・２月６日，国家雇用庁(ＡＮＯＦＭ)は，２０１３年

１月の全国の失業率を５．８２％と発表。対前月比で

０．２３％，対前年同月比で０．４５％，それぞれ上

昇した。１２月末の失業者数は５１万３，３４９人。

■格付け（２０１３年２月７日付）

（内はアウトルック）

Fitch    外貨建長期（国債） ＢＢＢ－（安定的）

       自国通貨建長期  ＢＢＢ (安定的)

S & P    外貨建長期     ＢＢ＋ （安定的）

              自国通貨建長期  ＢＢ＋ （安定的）

JCR     外貨建長期    ＢＢＢ－（安定的）

              自国通貨建長期  ＢＢＢ （安定的）

我が国との関係

■日本映画週間の開催

・２月２５－２８日，ブカレスト市で日本映画週間が

開催され，多くの観客が「書道ガールズ！！」など新

作・近作映画の上映を楽しんだ。

■コルラツェアン外相の訪日

・２月２６－２７日，コルラツェアン・ルーマニア外

相が外務省賓客として訪日，岸田外相との間で外相会

談及び夕食会を実施。また，会談終了後，両外相は，

共同声明への署名を行った。コルラツェアン外相はそ

の他，河井衆議院外務委員長や谷垣法相（日ルーマニ

ア友好議連会長）との懇談も実施。
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■国立ラドゥ・スタンカ劇場の日本公演

・２月２７日－３月３日，東京・池袋の東京芸術劇場

において国立ラドゥ・スタンカ劇場（シビウ市）によ

る演劇「ルル」の公演が行われた。


